
審査機関とサポートセンターの連携について 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

審査機関 設計者 サポートセンター

審査：追加説明の求め 

追加説明書提出 

①再追加説明の求め（サポートセンター利用の打診）（※２）

追加説明書の提出内容等から設計者へのサポートが必要と判断される場合（※１）

②申込み（※３） 

※３ 
適判機関の指摘事項に関する相談の場合、

適判機関の守秘義務解除についての同意書

の提出を求める。 

③守秘義務解除の同意書の送付 

※２ 
建築主事等を通じて中断通知を発出する。 

通常の審査 

④必要に応じて指摘事項の内容確認 

⑤助言（※４） 

※４ 
適判機関の指摘事項への対応方法について

原則として口頭による助言を行う。 

再追加説明書提出 

※１ 
その他、確認審査又は構造計算適合性判定

の手続の円滑化を図るうえで、サポートセ

ンターの活用が効果的と考えられる場合 

（参考） 


